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１．伊勢崎市下⽔道事業の概要 
 

単独公共下⽔道（伊勢崎処理区）は昭和４６年１⽉に事業認可を取得し、市街化区域を
中⼼に整備を進め、昭和５２年１０⽉に供⽤を開始しました。 
 流域関連公共下⽔道（佐波処理区）は、市町村合併前の４市町村で平成１５年３⽉に事
業認可を取得し整備を進め、平成２０年９⽉に供⽤を開始しました。平塚⽔質浄化センタ
ーは群⾺県の施設であるため、市では維持管理のみを実施しています。 
 

表１ 伊勢崎市下⽔道事業の概要 
区分 伊勢崎処理区 佐波処理区 全体 

供⽤開始 昭和 52 年 10 ⽉ 1 ⽇ 平成 20 年 9 ⽉ 27 ⽇ − 
全体計画区域 1,980.5ha 4,468.0ha 6,448.5ha 

処理施設 伊勢崎浄化センター 平塚⽔質浄化センター − 
⽔処理⽅式 標準活性汚泥法 標準活性汚泥法 − 

 
そのほかに、伊勢崎市では農業集落排⽔事業および特定地域⽣活排⽔処理事業により汚⽔
処理を⾏っています。 
 

図１ 伊勢崎市の下⽔道事業 
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２．全体計画とは 
 
２−１．全体計画について 
 公共下⽔道全体計画は、地域の下⽔道整備の⽬標や⽅針を定めるもので、汚⽔や⾬⽔の排
除・処理に関する施設の配置や規模を⽰します。地域の⽣活環境の改善や公共⽤⽔域の⽔質
保全という下⽔道の⽬的が達成されるよう、⾃治体の地域性を考慮して総合的に策定する
計画で、計画の⽬標年次は概ね２０〜３０年の間で設定します。 
 本市の下⽔道事業は平成１７年の市町村合併時に統合を⾏い、区域を拡⼤しています。合
併から約２０年の間でわずかな区域の⾒直しはあったものの、⼤きな⾒直しを⾏うことな
く現在に⾄ります。 

 
 

現在の全体計画区域 

事業計画区域(伊勢崎処理区) 

事業計画区域(佐波処理区) 

図２ 現在の全体計画区域及び事業計画区域 
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２−２．全体計画⾒直しの必要性 
 これまで、公衆衛⽣の向上等を⽬的に整備を進めてきましたが、⼈⼝減少に伴う使⽤料
収⼊の減少や、下⽔道施設の⽼朽化による更新費⽤の増⼤などを踏まえ、効率的な下⽔道
事業運営を⾏う必要があります。 
 
２−２−１．⼈⼝動態 

今回の⾒直しでは国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所の推計値を基に将来⽬標⼈⼝を設定し
ています。 
 地域の情勢が⼤きく変わっていることを受け、持続可能な下⽔道事業運営に向けた計画
⾒直しが必要となっています。 
 

表２ 将来の⼈⼝推計 

 
 
 
 
  

出典︓伊勢崎市住⺠基本台帳（各年度 3 ⽉ 1 ⽇値）（実績値） 

   国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所（推計値） 



4 
 

２−２−２．整備状況 
直近１０年の年間平均整備⾯積は３７．

８ｈａとなっており、今後も同程度の整備
を継続していくと仮定した場合、未整備区 
域⾯積４，５８０ｈａの整備完了までに約
１２０年を要します。 

 
 
 

 下⽔道事業の早期完成のためには年間整
備量を増やす必要がありますが、現在の整
備費⽤については⼤部分を国庫補助⾦と企 
業債（借⾦）によりまかなっており、これ
まで以上の整備事業の実施は財政的に困難
といえます。 
 

表３ 既計画⾯積と整備状況 
 
 
 
 
 
 

 
 
                            図３ 整備状況図 
 
２−２−３．国・県の⽅針 

汚⽔処理⼈⼝普及率の向上のためには、
地域に適した整備⼿法を決定することが重
要です。 
 国や県は、⻑期間にわたり下⽔道の整備
完了が⾒込まれない場合、下⽔道全体計画
区域から削除し、合併処理浄化槽による汚
⽔処理を推進することなど、地域に適した
対応を求めています。 

 
 
 

 
 

※汚⽔処理⼈⼝普及率（％）＝（公共下⽔道＋農業集落排⽔ 

＋合併処理浄化槽）を利⽤している⼈⼝÷⾏政⼈⼝×１００ 
図４ 汚⽔処理⼈⼝普及率（R5 年度末） 
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２−３．全体計画の期間 
 下⽔道全体計画は、概ね２０〜３０年後の都市像を⾒据えて設定することとされていま
す。 

上位計画である「利根川流域別下⽔道整備総合計画」と整合を図るため令和３３年度を
⽬標年次とする⽅針です。 
 
３．全体計画⾒直しの⽅法 
  
３−１．区域⾒直しの基本⽅針 
 ・整備済みの地区を含め、既存の事業計画区域は下⽔道整備を継続します 
 ・⼈⼝密度が⾼く、今後の⼈⼝減少が緩やかであることが想定される市街化区域は下⽔道

整備を継続します 
 ・その他の区域については下記の⼿順で検討を⾏い、区域を判定します 
  
３−２．その他区域の⾒直しの考え⽅ 

 
 ①検討単位区域の設定 
  ・密集する家屋群を⼀つのブロックとして設定します 
 ②経済性⽐較 

・検討単位区域ごとに将来⼈⼝や汚⽔量を予測し、下⽔道に係る費⽤と合併処理浄化槽
に係る費⽤を⽐較します 

・下⽔道不利判定の区域は浄化槽区域とします 
 ③経済性以外の検討 

・下⽔道有利と判定した区域であっても、その下流側に下⽔道不利判定の区域がある場
合は、その区域は浄化槽区域とします 

・下⽔道の整備を検討した場合に、整備までに⻑期間を要する区域については、経済性
⽐較の判定に関わらず浄化槽区域とします 

 （公共下⽔道の未整備区域においては、平成１３年の浄化槽法改正以降、合併処理浄
化槽の普及が進んでおり、下⽔道の整備よりも早期に汚⽔処理⼈⼝普及率の向上や
環境負荷への軽減等が⾒込まれるため、浄化槽区域とするものです） 

 
  

①検討単位区域の設定 ②経済性比較 ③経済性以外の検討
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３−３．全体計画区域（素案） 
 ⾒直し後の全体計画区域については下記に⽰すとおりです。 
 区域図については別紙区域図を参照してください。 
  

 表 4 ⾒直し後の全体計画区域について 

処理区 既計画 ⾒直し（素案） 増減 

伊勢崎処理区 1,980.5ha 1,410.0ha ▲570.5ha 

佐波処理区 4,468.0ha 2,370.0ha ▲2,098.0ha 

合計 6,448.5ha 3,780.0ha ▲2,668.5ha 

※⾯積については、精査を⾏い変更となる可能性があります。 
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４．全体計画⾒直しフロー 
 
 
 
 
 
 
                                      
 

今回実施 
 
 
 
        都市計画⼿続き 
 

R８年３⽉予定 
図５ 下⽔道全体計画⾒直しフロー 

 
令和７年度は全体計画の区域及び計画諸元について⾒直し、決定します。 
また、下⽔道は都市計画法上の都市施設のひとつとして位置づけられているため、処理

区域について、その他の都市計画との調整を⾏うと共に、市⺠の皆様の意向の反映や周知
を⽬的として都市計画の決定（変更）を⾏います。 

この都市計画の決定（変更）には、伊勢崎市し尿処理施設個別施設計画における汚泥共
同処理の⽅針を踏まえ、下⽔処理場（伊勢崎浄化センター）⾯積に、隣接するし尿処理施
設（茂呂クリーンセンター）⾯積を編⼊する内容を含みます。 
  

全体計画見直し素案の公表

オープンハウス（個別説明）の実施

パブリックコメント手続き

全体計画見直し案の作成

全体計画の決定

提出された   
意⾒を踏まえて 


